
第
一
条

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

第
二
条

こ
の
規
程
で
「
事
件
記
録
」
と
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
件
及
び
再
審
事
件
の
記
録
を
い
う
。

◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
●
●
号

に
定
め
る
。

令
和
●
年
●
月
●
日

存
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
件
の
事
件
記
録
保
存
規
程
を
次
の
よ
う

に
よ
り
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
件
の
事
件
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
事
件
記
録
等
の
特
別
保

こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

（
趣
旨
）

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
立
て
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
件
の
事
件
記
録
保
存
規
程

最

高

裁

判

所



第
四
条

事
件
記
録
の
保
存
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
件
記
録
の
う
ち
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録

（

第
三
条

事
件
記
録
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
事
件
の
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
。

２
こ
の
規
程
で
「
付
随
事
件
」
と
は
、
証
拠
保
全
事
件
そ
の
他
主
た
る
事
件
に
付
随
す
る
事
件
を
い
う
。

２
前
項
の
保
存
期
間
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
裁
判
の
確
定
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
事
件
完
結
の
日
か
ら
起

２
再
審
事
件
の
事
件
記
録
は
、
不
服
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
裁
判
が
さ
れ
た
事
件
の
事
件
記
録
を
保
存
す
る
裁
判
所
で
保

算
す
る
。

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

存
す
る
。

間
と
す
る
。

（
保
存
期
間
）

（
保
存
裁
判
所
）

（
督
促
事
件
等
の
特
例
）

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
定
め
る
保
存
期

二



第
七
条

保
存
期
間
が
満
了
し
た
事
件
記
録
は
、
事
件
記
録
等
の
特
別
保
存
に
関
す
る
規
則
第
三
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
特
別

第
六
条

事
件
記
録
の
う
ち
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
な
電
磁
的
記
録
及
び

第
五
条

最
高
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
督
促
事
件
及
び
付
随
事
件
の
事
件
記
録
の
保
存
裁
判
所
及
び
保
存
期
間
に

３
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
事
件
記
録
を
保
存
す
る
方
法
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
。

２
事
件
記
録
の
う
ち
、
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
は
、
当
該
裁
判
、
電
子
調
書
等
の
送
達
及
び
確
定
又
は
訴
え
等

２
廃
棄
は
、
裁
判
所
の
長
の
認
可
を
受
け
、
首
席
書
記
官
（
最
高
裁
判
所
に
あ
っ
て
は
訟
廷
首
席
書
記
官
、
知
的
財
産
高
等

裁
判
所
に
あ
っ
て
は
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
首
席
書
記
官
、
首
席
書
記
官
の
置
か
れ
て
い
る
簡
易
裁
判
所
以
外
の
簡
易
裁
判

保
存
に
付
す
る
認
定
を
行
っ
た
も
の
を
除
い
て
廃
棄
す
る
。

書
類
は
、
当
該
別
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
と
と
も
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
取
下
げ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
い
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
廃
棄
）

（
保
存
の
方
法
）

三



第
八
条

事
件
記
録
で
特
別
の
事
由
に
よ
り
保
存
期
間
満
了
の
後
も
保
存
の
必
要
が
あ
る
も
の
は
、
そ
の
事
由
の
あ
る
間
保
存

第
九
条

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議

２
前
項
の
事
件
記
録
は
、
保
存
期
間
満
了
の
後
も
、
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
に
送
付
す
る
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ

１
こ
の
規
程
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

所
に
あ
っ
て
は
監
督
地
方
裁
判
所
の
首
席
書
記
官
）
の
指
示
を
受
け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

と
さ
れ
た
事
件
記
録
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
示
を
受
け
て
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
に
送
付
す
る
。

に
よ
る
定
め
（
同
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
よ
る
定
め
と
み
な
さ
れ

る
も
の
を
含
む
。
）
に
お
い
て
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
移
管
す
る
こ
と

（
保
存
期
間
の
延
長
）

（
内
閣
総
理
大
臣
へ
の
移
管
）

附

則

四



３
こ
の
規
程
は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
再
審
事
件
の
不
服
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
裁
判
が
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
は

２
こ
の
規
程
は
、
第
一
条
の
事
件
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
件
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二
施
行
日
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
え
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
す
る
再
審
事
件
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
後
に
不
服

一

訴
え
に
係
る
事
件
（
人
事
訴
訟
（
人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
人
事
訴
訟
を
い

家
庭
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
事
件
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
こ
の
規
程

申
立
て
が
さ
れ
る
も
の

ー

な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
施
行
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
民
事
訴
訟
に
関
す
る
事
件
（
訴
え
に
係
る
事
件
を
除
く
。

第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
（
第
二
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
を
除
き
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
民
事
保
全
法
（
平
成

う
。
）
及
び
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
執
行
関
係
訴
訟
（
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
四
条
又
は

元
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
訴
え
に
係
る
訴
訟
で
あ
っ
て

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
起
さ
れ
る
も
の
（
施
行
日
前
に
さ
れ
た
訴
え
以
外
の
申
立
て
に

つ
い
て
、
施
行
日
以
後
に
当
該
申
立
て
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
立
て
時
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み

-丁一

丁1－



４
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）
の

適
用
し
な
い
。

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

最
高

裁

判

所
長

官
今

崎
幸

彦

一

ノ､



別
表
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

三
少
額
訴
訟
事
件

電
子
判
決
書
（
民
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
四
条

少
額
訴
訟
判
決
に
対
す
る
異
議
申
立
て
事
件

第
二
項
の
電
子
調
書
を
含
む
。
）

民
事
通
常
訴
訟
事
件
（
法
定
審
理
期
間
訴
訟

上
訴
審
に
お
け
る
事
件
を
終
局
さ
せ
る
電
子
決

手
続
に
よ
り
審
理
及
び
裁
判
が
さ
れ
た
も
の

定
書
又
は
電
子
命
令
書
（
民
事
訴
訟
規
則
（
平

を
含
む
。
）

成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
五
十
条

手
形
訴
訟
事
件
及
び
小
切
手
訴
訟
事
件

の
二
の
電
子
調
書
を
含
み
、
移
送
の
決
定
に
係

行
政
訴
訟
事
件
（
選
挙
に
関
す
る
訴
訟
事
件

る
も
の
を
除
く
。
）

二

督
促
事
件

事
件
の
種
類

和
解
事
件

、

事
件
記
録
の
う
ち
、
十
年
よ
り
長
い
期
間
保
存
す
る
電
磁
的
記
録

の
保
存
期
間

和
解
に
係
る
電
子
調
書

三
十
年

確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
電
子
支
払

督
促

三
十
年

七

五
十
年

五
十
年



五
民
事
雑
事
件

行
政
雑
事
件

人
身
保
護
雑
事
件

四

を
含
む
。
）

人
身
保
護
事
件

訴
訟
等
の
費
用
の
額
の
確
定
の
電
子
決
定
書
及

び
電
子
処
分
書

訴
訟
上
の
救
助
又
は
手
続
上
の
救
助
に
よ
り
納

付
を
猶
予
さ
れ
た
費
用
の
支
払
を
命
ず
る
電
子

決
定
書

秘
密
保
持
命
令
又
は
秘
密
保
持
命
令
の
取
消
し

の
電
子
決
定
書

和
解
に
係
る
電
子
調
書
（
行
政
事
件
訴
訟
法

（

和
解
又
は
請
求
の
放
棄
若
し
く
は
認
諾
に
係
る

電
子
調
書

和
解
に
代
わ
る
電
子
決
定
書
（
異
議
申
立
て
に

よ
り
効
力
を
失
っ
た
も
の
を
除
く
。
）

11，
ノ、

三
十
年

三
十
年

三
十
年

三
十
年

三
十
年



備
考

再
審
事
件
の
事
件
記
録
の
う
ち
、
十
年
よ
り
長
い
期
間
保
存
す
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
期
間
は
、
不
服
申
立
て
の

一

ノ､

対
象
と
な
っ
た
裁
判
が
さ
れ
た
各
事
件
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
の
規
定

に
よ
る
執
行
停
止
の
申
立
て
事
件
又
は
仮
の
義

務
付
け
若
し
く
は
仮
の
差
止
め
の
申
立
て
事
件

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

定
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
事
件
の
う
ち
、
当
該
事
件
の
下
欄
に
掲
げ

る
和
解
に
係
る
電
子
調
書
の
定
め
の
な
い
も
の

の
和
解
に
係
る
電
子
調
書

そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
民
事
訴
訟
法
の
規

九

三
十
年

三
十
年



所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

す
る
方
法
に
よ
り
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
事
件
の
事
件
記
録
の
保
存
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

理
由


